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制定 平成１３年 ２月 １日 

改正 平成１８年１０月 １日 

改正 平成２０年 ４月 １日 

改正 平成２４年 ４月 １日 

改正 平成３０年 ４月 １日 

改正 令和 ５年 ４月 １日 

改正 令和 ６年１２月 １日 

 

 

大阪市障がい者健康診査事業実施要綱 

 

（目  的） 

第１条 大阪市障がい者健康診査事業（以下「事業」という。）は、在宅の障がい者に対して健康

診査を実施することにより、病気の早期発見及び二次障がいの予防等を行い、健康と福祉の増

進を図ることを目的とする。 

 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体は大阪市とし、診査業務は別表第１の機関（以下「実施機関」という。）

において実施する。 

 

（診査対象者） 

第３条 診査の対象者は、本市の区域内に居住する１８歳以上７４歳以下の在宅の障がい者であっ

て、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

  ただし、学校保健法、労働安全衛生法等により規定される健康管理事業に相当する保健サー

ビスを受けることができる者並びに医療保険者が実施する特定健康診査を受けることができる

者は除く。 

（１） 身体障がい者手帳の交付を受けている者 

（２） 療育手帳の交付を受けている者 

（３） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障がい者 

（４） その他市長が必要と認める者 

 

２ 第１項ただし書きにより除外された障がい者が、実施機関において関係法令に基づく特

定健康診査等を行った場合は、大阪市は医療保険者等にその費用を請求する。 

 

（診査項目及び内容） 

第４条 診査項目及び内容は、別表第２のとおりとする。 
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（受診回数） 

第５条 対象者が受診できる回数は、年 1回とする。ただし、市長が特別の事由があると認める 

場合を除く。 

 

（申  請） 

第６条 健康診査を希望する者（以下「申請者」という。）は、大阪市障がい者健康診査受診申請

書（様式第１号）（以下「申請書」という。）を実施機関に提出しなければならない。 

 

（決  定） 

第７条 実施機関は、前条の規定による申請書を受理した場合は、第３条第１項各号に該当する

かどうか、その内容を審査し、決定しなければならない。 

 

（交  付） 

第８条 前条の規定により実施機関が該当すると決定を行った場合は、申請者と受診希望日を調 

整のうえ受診日を決定し、大阪市障がい者健康診査受診票（様式第２号）（以下「受診票」とい

う。）を交付するものとする。 

 

（受診の手続き） 

第９条 申請者は、実施機関の窓口に受診票を提示し受診するものとする。 

 

（実施機関の役割） 

第１０条 実施機関は、診査結果について検査毎に所定の方法で判定するとともに、それらを 

総合的に判断し、その結果を大阪市健康診査報告書（様式第３号）により受診者に速やかに通 

知するとともに、大阪市障がい者健康診査受診者報告書（様式第４号）によりに市長に報告す

るものとする。 

２ 実施機関は、判定に用いた画像等を保存するものとする。 

 

（記録及び指導） 

第１１条 実施機関は、診査結果に基づき、受診者毎に記録を整備するとともに、疾病や二次 

障がい等が認められ、または精密検査を必要とする場合には、適切な治療等を受けるよう、十

分な指導及び助言を行うように努めるものとする。 

 

（費用の負担） 

第１２条 健康診査に要する費用のうち、受診者負担額は必須検査については無料とし、選択検 

査については有料（ただし、肝炎ウィルス検査は 20歳以上で過去に同検査を受診したことのな

い者は無料。）とする。 

  ただし、次の各号のいずれかに該当する者については受診者負担を免除する。 

（１）生活保護法による被保護世帯に属する者 

（２）市民税非課税世帯に属する者 
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（その他） 

第１３条 この要綱の施行について必要な事項は、福祉局長が定める。 

 

 

附  則（平成１３年２月１日大阪市民生局要綱第９０号） 

 この要綱は平成１３年２月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は平成１８年１０月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は平成２０年４月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は平成２４年４月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は平成３０年４月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は平成３０年４月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は令和５年４月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は令和６年１２月１日から施行する。 
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別表第１（第２条関係） 

実   施   機   関 所   在   地 

大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター 大阪市平野区喜連西６丁目２番５５号 

 

 

別表第２（第４条関係） 

診 査 項 目 診     査     内     容 

 

 

 

必 

須 

検

査 

問診             既往歴、服薬の有無、生活習慣等 

身体計測     身長・体重・ＢＭＩ・腹囲 

理学的検査    視診、聴診、打診、腹部触診、運動機能診断等 

血圧測定      

検  尿 尿糖・尿蛋白・尿潜血・亜硝酸塩・白血球 

血液検査      

総コレステロール、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール、 

ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ―ＧＴ（γ―ＧＴＰ）、血糖、

クレアチニン、尿酸、中性脂肪、ｅＧＦＲ 

貧血検査     白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数 

血糖検査 空腹時血糖、ヘモグロビンＡ１ｃ 

胸部 X 線撮影   

選

択

検

査 

心電図検査    標準１２誘導心電図 

四肢等 X線撮影  

肝炎ウィルス検査 ＨＢｓ抗原、ＨＣＶ抗体 

選択検査については、医師の判断により実施する。 

 

 



 

（様式第１号） 

大阪市障がい者健康診査受診申請書 

 

  年  月  日 

 

（提出先）大 阪 市 長 

 

                     申請者住所 大阪市    区                  

                                                     

 

氏名                 

 

裏面の注意事項を同意のうえ、大阪市障がい者健康診査の受診を申請します。 

 

 

申請書
しんせいしょ

などの書面
しょめん

より収 集
しゅうしゅう

した「個人
こじん

情報
じょうほう

」については、目的外
もくてきがい

の利用
りよう

・保有
ほゆう

について 

      大阪市
おおさかし

個人
こじん

情報
じょうほう

保護
ほ ご

条例
じょうれい

により制限
せいげん

されています。 

 

 

決 
 

裁 

所長 課長代理 係長 係員 

    

 

フ リ ガ ナ 
 

性 別 男 ・ 女 
氏 名 

 

生 年 月 日 昭・平   年   月   日生 年 齢    歳 

住 所 

〒 

連絡先電話番号    (         )            

身体障がい者手帳 

１  ２  ３  ４  ５  ６ 級 
医療保険 

(40歳以上〔※〕の方はご記入ください。)     
※今年度中に40歳になる方を含みます。 詳細を 

ご記入 

ください 

肢体（  級）・言語（  級） 

聴覚（  級）・視覚（  級） 

心臓（  級）・呼吸（  級） 
□ 国民健康保険 

□ 社会保険（家族） 

□ 後期高齢者医療保険 

□ 生活保護（医療扶助） 

療 育 手 帳 Ａ    Ｂ１   Ｂ２ 

その他（精神等） １級   ２級   ３級 



 

大阪市障がい者健康診査受診票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受診
じゅしん

される方
かた

への注意
ちゅうい

事項
じこう

 

   ○ 午前中
ごぜんちゅう

に受診
じゅしん

される方
かた

 

     前日
ぜんじつ

は、午後
ご ご

９時
じ

までに食事
しょくじ

を済
す

ましてください。 

     午後
ご ご

９時
じ

以降
いこう

、水
みず

以外
いがい

のものは食
た

べたり飲
の

んだりしないでください。 

     もし、食
た

べたり飲
の

んだりした場合
ばあい

は、その時間
じかん

・内容
ないよう

を診療所
しんりょうしょ

職員
しょくいん

まで連絡
れんらく

ください。 

   ○ 午後
ご ご

に受診
じゅしん

される方
かた

 

     受診
じゅしん

当日
とうじつ

は、早
はや

めに朝 食
ちょうしょく

を済
す

ませ、以降
いこう

は水
みず

以外
いがい

食
た

べたり飲
の

んだりしないでください。 

     なお、糖 尿 病
とうにょうびょう

で治療
ちりょう

を受
う

けている方
かた

は、いつもどおりの生活
せいかつ

（食事
しょくじ

・服薬
ふくやく

）をしてください。 

○ 受診
じゅしん

当日
とうじつ

は、申請書
しんせいしょ

（別紙
べっし

の質問票
しつもんひょう

も記入
きにゅう

してください）・受診票
じゅしんひょう

・身体
しんたい

障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

・療育
りょういく

手帳
てちょう

・精神
せいしん

 

   障
しょう

がい者
しゃ

保健
ほけん

福祉
ふくし

手帳
てちょう

を持参
じさん

してください。 

○ すでに、検尿器
けんにょうき

をお渡
わた

ししている場合
ばあい

は、自宅
じたく

等
など

で採
と

ってきていただいてけっこうです。 

 

○ 健診
けんしん

当日
とうじつ

は、問診
もんしん

、身体
しんたい

測定
そくてい

、理学的
りがくてき

検査
けんさ

（聴診
ちょうしん

・触診
しょくしん

等
など

）、血圧
けつあつ

測定
そくてい

、検尿
けんにょう

、血液
けつえき

検査
けんさ

、胸部
きょうぶ

Ｘ 線
えっくすせん

撮影
さつえい

 

等
など

を行
おこな

います。不安
ふあん

のある方
ほう

は申
もう

し出
で

てください。 

○ また、医師
い し

が必要
ひつよう

と認
みと

めた場合
ばあい

には、心電図
しんでんず

、肝炎
かんえん

ウイルス検査
けんさ

等
など

を行
おこな

いますが、検査
けんさ

によっては後日
ごじつ

になる 

場合
ばあい

があります。 

 ※基本
きほん

検査
けんさ

は、無料
むりょう

ですが、選択
せんたく

検査
けんさ

は別途
べっと

費用
ひよう

がかかる場合
ばあい

があります。 

 

○ 受診
じゅしん

される方
かた

および診療所
しんりょうしょ

職員
しょくいん

の医療
いりょう

の安全
あんぜん

確保
かくほ

にご理解
りかい

、ご協 力
きょうりょく

をいただけない場合
ばあい

は、 

健
けん

診
しん

の一部
いちぶ

または全部
ぜんぶ

を行
おこな

わないことがあります。 

○ 受診
じゅしん

にあたっては万全
ばんぜん

を期
き

しますが、万
まん

が一
いち

、針
はり

刺
さ

し事故
じ こ

等
など

により診療所
しんりょうしょ

職員
しょくいん

が受
じゅ

診
しん

される方
かた

の 

   体液
たいえき

（血液
けつえき

など）を曝露
ばくろ

した場合
ばあい

は、診療所
しんりょうしょ

職員
しょくいん

へのウイルス感染
かんせん

予防
よぼう

のため、必要
ひつよう

な個人
こじん

情報
じょうほう

 

  を収 集
しゅうしゅう

することや、血液
けつえき

検査
けんさ

（ヒト免疫
めんえき

不全
ふぜん

ウイルス検査
けんさ

、Ｂ型
びーがた

肝炎
かんえん

ウイルス検査
けんさ

、Ｃ型
しーがた

肝炎
かんえん

ウイ 

  ルス検査
けんさ

）を受
う

けていただくことがあります。 

 

 

 

 

氏  名       様 

受診予約日 令和  年  月  日 (   )  午前・午後  時  分 

受 診 場 所 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター ２階診療所 

住   所 

電話番号等 

大阪市平野区喜連西６－２－５５ 

電話    06-6797-6567      FAX 06-6797-8222  

Ｅメール fa0036@city.osaka.lg.jp 

上記
じょうき

事項
じこう

をよくお読
よ

みいただき、同意
どうい

いただけましたら、左
ひだり

のチェックボックスに 

☑ などのチェックを入
い

れ、申請書
しんせいしょ

（様式
ようしき

第
だい

１号
ごう

）を提出
ていしゅつ

してください。 

 

（様式第２号） 



（様式第３号）



（様式第 4号） 

   

 

大阪市障がい者健康診査事業実績報告書（   年度） 

 

１ 検査実施件数             ２ 年齢別 

   

取扱実人員  

必須検査  

 

選択検査 

心電図  

四肢等 X線  

肝炎ウイルス  

合  計  

 

 

 

３ 手帳種別                ４ 総合判定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19歳以下  

20歳～29歳  

30歳～39歳  

40歳～49歳  

50歳～59歳  

60歳以上  

合  計  

身体障がい者  

療育  

精神障がい者保健福祉  

重複所持 

身体＋療育  

身体＋精神  

療育＋精神  

身体＋療育＋精神  

合  計  

異常なし  

要観察  

要指導  

治療中  

要医療  

判定不能  

合  計  


